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変 更 前（平成 30年 10月同意） 変 更 後（令和 2年 6月変更） 備考 

添付資料１ 

 

廃止措置の方法，工程及び安全対策（概要） 

 

1. 廃止措置の方法  

1.1 廃止措置対象施設の範囲及びその敷地 

略 

 

1.2 廃止措置の基本方針 

1.2.1 廃止措置の進め方 

略 

 

1.2.2 関係法令等の遵守 

略 

 

1.2.3 放射線管理に関する方針 

略 

 

1.2.4 放射性廃棄物に関する方針 

略 

 

1.3 廃止措置の実施区分 

略 

 

1.3.1解体準備期間 

略 

 

1.3.2機器解体期間 

略 

 

1.3.3管理区域解除期間 

略 

 

1.4リスク低減の取組 

1.4.1高放射性廃液を貯蔵している高放射性廃液貯蔵場(HAW)の安全確保 

略 

 

1.4.2高放射性廃液のガラス固化技術開発施設(TVF)におけるガラス固化 

略 

添付資料１ 

 

廃止措置の方法，工程及び安全対策（概要） 

 

1. 廃止措置の方法  

1.1 廃止措置対象施設の範囲及びその敷地 

変更なし 

 

1.2 廃止措置の基本方針 

1.2.1 廃止措置の進め方 

変更なし 

 

1.2.2 関係法令等の遵守 

変更なし 

 

1.2.3 放射線管理に関する方針 

変更なし 

 

1.2.4 放射性廃棄物に関する方針 

変更なし 

 

1.3 廃止措置の実施区分 

変更なし 

 

1.3.1解体準備期間 

変更なし 

 

1.3.2機器解体期間 

変更なし 

 

1.3.3管理区域解除期間 

変更なし 

 

1.4リスク低減の取組 

1.4.1高放射性廃液を貯蔵している高放射性廃液貯蔵場(HAW)の安全確保 

変更なし 

 

1.4.2高放射性廃液のガラス固化技術開発施設(TVF)におけるガラス固化 

変更なし 
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変 更 前（平成 30年 10月同意） 変 更 後（令和 2年 6月変更） 備考 

1.4.3高放射性固体廃棄物貯蔵庫(HASWS)の貯蔵状態の改善 

略 

 

1.4.4 低放射性廃棄物処理技術開発施設(LWTF)における低放射性廃液のセメント固

化 

略 

 

1.5 使用しない設備の措置 

分離精製工場(MP)においては，せん断装置に使用済燃料が装荷できないよう使

用済燃料を導入するコンベアの通路上にある可動カバの開閉ができないようにす

るための措置，脱硝塔に硝酸ウラニル溶液を供給できないようにするための措置

を施している。溶解槽，各抽出器，プルトニウム溶液蒸発缶，ウラン溶液蒸発缶等

については系統除染終了後，それぞれの機器・配管等に措置を行い使用できない

ようにする。 

また，クリプトン回収技術開発施設(Kr)においては，反応器を運転するために必

要な原料の供給等ができないようにするための措置を施している。ウラン脱硝施

設(DN)及びプルトニウム転換技術開発施設(PCDF)においても，系統除染終了後，

それぞれの機器・配管等に措置を行い使用できないようにする。 

その他，廃溶媒処理技術開発施設(ST)において，PVC固化のための加熱装置の運

転ができないよう給電ケーブルの解線や制御盤への施錠の措置を施しており，そ

の他の施設についても廃止措置の進捗状況及び施設の利用状況を踏まえ，必要に

応じて使用しない設備に対して措置を行うこととする。 

これらの措置を適宜，再処理施設保安規定に定め実施することにより，安全を確

保しつつ，施設定期自主検査及び点検整備方法の見直しを図る。 

 

1.6 使用済燃料，核燃料物質及び使用済燃料から分離された物の管理及び譲渡しの

方法 

1.6.1使用済燃料及び核燃料物質の存在場所ごとの種類及び数量 

略 

 

1.6.2 使用済燃料，核燃料物質及び使用済燃料から分離された物の管理 

分離精製工場(MP)に貯蔵中の使用済燃料は，搬出までの期間，当該施設の貯蔵

プールに貯蔵する。これらの燃料の取扱い及び貯蔵は，既往の許認可を受けた燃

料取扱操作設備，燃料貯蔵設備，燃料移動設備等で取り扱うとともに，安全確保

のために必要な臨界防止，崩壊熱除去及び閉じ込め機能を有する既往の許認可を

受けた設備を維持管理する。 

ウラン貯蔵所(UO3)，第二ウラン貯蔵所(2UO3)及び第三ウラン貯蔵所(3UO3)に

貯蔵中のウラン製品は，搬出までの期間，当該施設の貯蔵室に貯蔵する。これら

の核燃料物質の取扱い及び貯蔵は，既往の許認可を受けたクレーン等で取り扱う

1.4.3高放射性固体廃棄物貯蔵庫(HASWS)の貯蔵状態の改善 

変更なし 

 

1.4.4 低放射性廃棄物処理技術開発施設(LWTF)における低放射性廃液のセメント固

化 

変更なし 

 

1.5 使用しない設備の措置 

分離精製工場(MP)においては，せん断装置に使用済燃料が装荷できないよう使

用済燃料を導入するコンベアの通路上にある可動カバの開閉ができないようにす

るための措置，脱硝塔に硝酸ウラニル溶液を供給できないようにするための措置

を施している。溶解槽，各抽出器，プルトニウム溶液蒸発缶，ウラン溶液蒸発缶等

については系統除染終了後，それぞれの機器・配管等に措置を行い使用できない

ようにする。 

また，クリプトン回収技術開発施設(Kr)においては，反応器を運転するために必

要な原料の供給等ができないようにするための措置を施している。ウラン脱硝施

設(DN)及びプルトニウム転換技術開発施設(PCDF)においても，系統除染終了後，

それぞれの機器・配管等に措置を行い使用できないようにする。 

その他，廃溶媒処理技術開発施設(ST)において，PVC固化のための加熱装置の運

転ができないよう給電ケーブルの解線や制御盤への施錠の措置を施しており，そ

の他の施設についても廃止措置の進捗状況及び施設の利用状況を踏まえ，必要に

応じて使用しない設備に対して措置を行うこととする。 

これらの措置を適宜，再処理施設保安規定に定め実施することにより，安全を確

保しつつ，点検整備方法の見直しを図る。 

 

1.6 使用済燃料，核燃料物質及び使用済燃料から分離された物の管理及び譲渡しの

方法 

1.6.1使用済燃料及び核燃料物質の存在場所ごとの種類及び数量 

変更なし 

 

1.6.2 使用済燃料，核燃料物質及び使用済燃料から分離された物の管理 

分離精製工場(MP)に貯蔵中の使用済燃料は，搬出までの期間，当該施設の貯蔵

プールに貯蔵する。これらの燃料の取扱い及び貯蔵は，既往の許認可を受けた燃

料取扱操作設備，燃料貯蔵設備，燃料移動設備等で取り扱うとともに，安全確保

のために必要な臨界防止，崩壊熱除去及び閉じ込め機能を有する既往の許認可を

受けた設備を維持管理する。 

ウラン貯蔵所(UO3)，第二ウラン貯蔵所(2UO3)及び第三ウラン貯蔵所(3UO3)に

貯蔵中のウラン製品は，搬出までの期間，当該施設の貯蔵室に貯蔵する。これら

の核燃料物質の取扱い及び貯蔵は，既往の許認可を受けたクレーン等で取り扱う
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変 更 前（平成 30年 10月同意） 変 更 後（令和 2年 6月変更） 備考 

とともに，安全確保のために必要な臨界防止機能を有する既往の許認可を受けた

設備を維持管理する。 

プルトニウム転換技術開発施設(PCDF)に貯蔵中のウラン・プルトニウム混合酸

化物(MOX)粉末は，搬出が完了するまでの期間，当該施設の粉末貯蔵室に貯蔵す

る。これらの核燃料物質の取扱い及び貯蔵は，既往の許認可を受けたクレーン等

で取り扱うとともに，安全確保のために必要な臨界防止機能を有する既往の許認

可を受けた設備を維持管理する。 

これらの使用済燃料，ウラン製品，ウラン・プルトニウム混合酸化物(MOX)粉末

に係る設備の維持管理については，これまで再処理施設保安規定に定める巡視及

び点検，施設定期自主検査等により実施しており今後も継続して行う。 

 

 

1.6.3 核燃料物質の譲渡し 

略 

 

1.7 使用済燃料又は核燃料物質による汚染の除去 

1.7.1 廃止措置対象施設の汚染の特徴 

略 

 

1.7.2解体準備期間における除染 

略 

 

1.7.3機器解体期間における除染 

略 

 

1.7.4管理区域解除期間における除染 

略 

 

2. 廃止措置の工程 

2.1廃止の工程の全体像 

略 

 

2.2当面の実施工程 

略 

 

2.3廃止措置の工程の管理 

略 

 

 

とともに，安全確保のために必要な臨界防止機能を有する既往の許認可を受けた

設備を維持管理する。 

プルトニウム転換技術開発施設(PCDF)に貯蔵中のウラン・プルトニウム混合酸

化物(MOX)粉末は，搬出が完了するまでの期間，当該施設の粉末貯蔵室に貯蔵す

る。これらの核燃料物質の取扱い及び貯蔵は，既往の許認可を受けたクレーン等

で取り扱うとともに，安全確保のために必要な臨界防止機能を有する既往の許認

可を受けた設備を維持管理する。 

これらの使用済燃料，ウラン製品，ウラン・プルトニウム混合酸化物(MOX)粉末

に係る設備の維持管理については，これまで再処理施設保安規定に定める巡視及

び点検，施設定期自主検査等により実施しており，今後も定期事業者検査等によ

り維持管理を継続して行う。 

 

1.6.3 核燃料物質の譲渡し 

変更なし 

 

1.7 使用済燃料又は核燃料物質による汚染の除去 

1.7.1 廃止措置対象施設の汚染の特徴 

変更なし 

 

1.7.2解体準備期間における除染 

変更なし 

 

1.7.3機器解体期間における除染 

変更なし 

 

1.7.4管理区域解除期間における除染 

変更なし 

 

2. 廃止措置の工程 

2.1廃止の工程の全体像 

変更なし 

 

2.2当面の実施工程 

変更なし 

 

2.3廃止措置の工程の管理 

変更なし 
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期事業者検査等により維持

管理することを追記 
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変 更 前（平成 30年 10月同意） 変 更 後（令和 2年 6月変更） 備考 

3. 回収可能核燃料物質を再処理設備本体から取り出す方法及び時期 

3.1 せん断処理施設の操作の停止に関する恒久的な措置 

略 

 

3.2 回収可能核燃料物質を再処理設備本体から取り出す方法及び時期 

略 

 

4. 特定廃液の固型化その他の処理を行う方法及び時期 

略 

 

4.1 高放射性廃液 

4.1.1処理を行う方法 

略 

 

4.1.2処理を行う時期 

略 

 

4.1.3工程の管理 

略 

 

4.2 低放射性濃縮廃液 

4.2.1処理を行う方法 

略 

 

4.2.2処理を行う時期 

略 

 

5. 安全対策 

5.1 各施設の安全対策 

5.1.1 廃止措置期間中に性能を維持すべき再処理施設（性能維持施設） 

略 

 

5.1.2 性能維持施設の安全対策 

略 

 

5.1.3 性能維持施設の設備，その性能，その性能を維持すべき期間 

廃止措置期間中に性能及び機能を維持すべき設備・機器等は，廃止措置の基本

方針に基づき，周辺公衆及び放射線業務従事者の被ばく低減を図るとともに，使

用済燃料の貯蔵のための管理，工程洗浄，系統除染，施設の汚染状況調査，解体

3. 回収可能核燃料物質を再処理設備本体から取り出す方法及び時期 

3.1 せん断処理施設の操作の停止に関する恒久的な措置 

変更なし 

 

3.2 回収可能核燃料物質を再処理設備本体から取り出す方法及び時期 

変更なし 

 

4. 特定廃液の固型化その他の処理を行う方法及び時期 

略 

 

4.1 高放射性廃液 

4.1.1処理を行う方法 

変更なし 

 

4.1.2処理を行う時期 

変更なし 

 

4.1.3工程の管理 

変更なし 

 

4.2 低放射性濃縮廃液 

4.2.1処理を行う方法 

変更なし 

 

4.2.2処理を行う時期 

変更なし 

 

5. 安全対策 

5.1 各施設の安全対策 

5.1.1 廃止措置期間中に性能を維持すべき再処理施設（性能維持施設） 

変更なし 

 

5.1.2 性能維持施設の安全対策 

変更なし 

 

5.1.3 性能維持施設の設備，その性能，その性能を維持すべき期間 

廃止措置期間中に性能及び機能を維持すべき設備・機器等は，廃止措置の基本

方針に基づき，周辺公衆及び放射線業務従事者の被ばく低減を図るとともに，使

用済燃料の貯蔵のための管理，工程洗浄，系統除染，施設の汚染状況調査，解体

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



添付資料３．変更箇所の新旧対照表 

5/54 

変 更 前（平成 30年 10月同意） 変 更 後（令和 2年 6月変更） 備考 

作業及び核燃料物質によって汚染された物の廃棄作業等の各種作業の実施に対

する安全の確保のために，必要な期間，所要の性能及び必要な機能を維持管理す

る。 

廃止措置期間中の工事の進捗状況に応じて段階的に性能を変更する必要があ

る場合には，要求されている機能に支障を及ぼさないこととする。 

廃止措置のために導入する装置については，漏えい及び拡散防止対策，被ばく

低減対策，事故防止対策の安全確保のための機能が要求を満足するよう，適切な

設計を行うとともに，製作・施工の適切な時期に試験又は検査を実施し，必要な

機能を満足していることを確認する。 

これらの設備・機器等の性能については，定期的に点検等で確認することとし，

経年変化等による性能低下又はそのおそれのある場合には，必要に応じて所定の

手続を経て必要な機能を満足するよう補修等を行う。これらの維持管理に関して

は，再処理施設保安規定に施設定期自主検査として，要求される機能，点検項目，

点検頻度及び維持すべき期間を定めてこれに基づき，再処理施設保安規定に定め

る体制で実施する。 

略 

 

5.2 廃止措置における安全対策 

略 

 

5.2.1放射性物質の漏えい及び拡散防止対策 

略 

 

5.2.2放射線業務従事者の被ばく低減対策 

略 

 

5.2.3事故防止対策 

略 

 

5.2.4労働災害防止対策 

略 

 

5.2.5廃止措置のために導入する装置の安全設計 

略 

 

 

 

 

 

作業及び核燃料物質によって汚染された物の廃棄作業等の各種作業の実施に対

する安全の確保のために，必要な期間，所要の性能及び必要な機能を維持管理す

る。 

廃止措置期間中の工事の進捗状況に応じて段階的に性能を変更する必要があ

る場合には，要求されている機能に支障を及ぼさないこととする。 

廃止措置のために導入する装置については，漏えい及び拡散防止対策，被ばく

低減対策，事故防止対策の安全確保のための機能が要求を満足するよう，適切な

設計を行うとともに，製作・施工の適切な時期に試験又は検査を実施し，必要な

機能を満足していることを確認する。 

これらの設備・機器等の性能については，定期的に点検等で確認することとし，

経年変化等による性能低下又はそのおそれのある場合には，必要に応じて所定の

手続を経て必要な機能を満足するよう補修等を行う。これらの維持管理に関して

は，再処理施設保安規定に定期事業者検査として，要求される機能の維持を確認

することを定めてこれに基づき，再処理施設保安規定に定める体制で実施する。 

 

変更なし 

 

5.2 廃止措置における安全対策 

変更なし 

 

5.2.1放射性物質の漏えい及び拡散防止対策 

変更なし 

 

5.2.2放射線業務従事者の被ばく低減対策 

変更なし 

 

5.2.3事故防止対策 

変更なし 

 

5.2.4労働災害防止対策 

変更なし 

 

5.2.5廃止措置のために導入する装置の安全設計 

変更なし 

 

6. 廃止措置に係る品質マネジメントシステム 

廃止措置期間中における品質マネジメントシステム活動は，原子炉等規制法第 50

条第１項に基づく再処理施設保安規定において，再処理規則第 8 条の 3 に基づいた

理事長をトップマネジメントとする品質マネジメント計画を定め，再処理施設保安

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇再処理規則の改正に伴い，施

設定期自主検査を定期事業

者検査に関わる記載に変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇再処理規則の改正に伴い，廃

止措置に係る品質マネジメ

ントシステムを追加 

 



添付資料３．変更箇所の新旧対照表 

6/54 

変 更 前（平成 30年 10月同意） 変 更 後（令和 2年 6月変更） 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規定及び品質マネジメント計画書並びにその関連文書により廃止措置に関する保安

活動の計画，実施，評価及び改善の一連のプロセスを明確にし，これらを効果的に運

用することにより，原子力安全の確保・維持・向上を図る。 

また，廃止措置期間中における品質マネジメント活動は，廃止措置における安全の

重要性に応じた管理を実施する。 

表 7 に示す廃止措置期間中の性能維持施設その他の設備の保守等の廃止措置に係

る業務は，この品質マネジメント計画の下で実施する。 

 

以 上 
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変 更 前（平成 30年 10月同意） 変 更 後（令和 2年 6月変更） 備考 

表 1 主要な廃止措置対象施設（１／１６）～（１６／１６） 

表 略 

 

 

表 2-1 放射性気体廃棄物の放出管理目標値 

（主排気筒，第一付属排気筒及び第二付属排気筒の合計） 

表 略 

 

 

表 2-2 処理済廃液の放出管理目標値 

表 略 

 

 

表 3 廃止措置の基本的なステップ 

表 略 

 

 

表 4 使用済燃料及び核燃料物質の存在場所ごとの種類及び数量 

表 略 

 

 

表 5-1 廃止措置工程表 

表 略 

 

 

表 5-2 再処理維持基準規則を踏まえた主な安全対策に関する工程 

表 略 

 

 

表 5-3 工程洗浄に関する工程 

表 略 

 

 

表 5-4 ガラス固化処理に関する工程 

表 略 

 

 

表 6 回収可能核燃料物質の存在場所ごとの保有量 

表 略 

表 1 主要な廃止措置対象施設（１／１６）～（１６／１６） 

表 変更なし 

 

 

表 2-1 放射性気体廃棄物の放出管理目標値 

（主排気筒，第一付属排気筒及び第二付属排気筒の合計） 

表 変更なし 

 

 

表 2-2 処理済廃液の放出管理目標値 

表 変更なし 

 

 

表 3 廃止措置の基本的なステップ 

表 変更なし 

 

 

表 4 使用済燃料及び核燃料物質の存在場所ごとの種類及び数量 

表 変更なし 

 

 

表 5-1 廃止措置工程表 

表 変更なし 

 

 

表 5-2 再処理維持基準規則を踏まえた主な安全対策に関する工程 

表 変更なし 

 

 

表 5-3 工程洗浄に関する工程 

表 変更なし 

 

 

表 5-4 ガラス固化処理に関する工程 

表 変更なし 

 

 

表 6 回収可能核燃料物質の存在場所ごとの保有量 

表 変更なし 
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変 更 前（平成 30年 10月同意） 変 更 後（令和 2年 6月変更） 備考 

 

表 7 性能維持施設（1／17） 

再処理規則第 12条第 1号（再処理維持基準規則に定められる施設） 

設 備 名 称 等 

分離精製工場（MP） 
燃料受入系扉 

貯蔵プール熱交換器 

ガラス固化技術開発施設（TVF） 溶融炉 

分離精製工場（MP） 建家及びセル換気系 

高放射性廃液貯蔵場（HAW） 建家及びセル換気系 

廃棄物処理場（AAF） 建家及びセル換気系 

分析所（CB） 建家及びセル換気系 

第二低放射性廃液蒸発処理施設（E） 建家及びセル換気系 

第三低放射性廃液蒸発処理施設（Z） 建家及びセル換気系 

放出廃液油分除去施設（C） 建家換気系 

廃溶媒貯蔵場（WS） 建家及びセル換気系 

第二スラッジ貯蔵場（LW2） 建家及びセル換気系 

ウラン脱硝施設（DN） 建家換気系 

焼却施設（IF） 建家換気系 

第二高放射性固体廃棄物貯蔵施設

（2HASWS） 
建家及びセル換気系 

アスファルト固化処理施設（ASP） 建家及びセル換気系 

アスファルト固化体貯蔵施設（AS1） 建家及びセル換気系 

廃溶媒処理技術開発施設（ST） 建家及びセル換気系 

低放射性濃縮廃液貯蔵施設（LWSF） 建家及びセル換気系 

高放射性固体廃棄物貯蔵庫（HASWS） セル換気系 

第二アスファルト固化体貯蔵施設（AS2） 建家及びセル換気系 

ガラス固化技術開発施設（TVF） 建家及びセル換気系 

プルトニウム転換技術開発施設（PCDF） 建家及びセル換気系 

クリプトン回収技術開発施設（Kr） 建家及びセル換気系 

高放射性廃液貯蔵場（HAW） 

空気圧縮機 

ユーティリティ施設（UC） 

焼却施設（IF） 

第二高放射性固体廃棄物貯蔵施設

（2HASWS） 

                                      

 

 

 

○表 7 性能維持施設に、要求

される機能，性能及び維持す

べき期間を追加し明確化 

〇施設定期自主検査が廃止さ

れたことから，関連部分（変

更前の表 7の副題）を削除。

以下，変更前の表 7（2/17）

～（17/17）も同様 
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表 7 性能維持施設（2／17）～（17／17） 

表 略 
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変 更 前（平成 30年 10月同意） 変 更 後（令和 2年 6月変更） 備考 
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変 更 前（平成 30年 10月同意） 変 更 後（令和 2年 6月変更） 備考 
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変 更 前（平成 30年 10月同意） 変 更 後（令和 2年 6月変更） 備考 
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変 更 前（平成 30年 10月同意） 変 更 後（令和 2年 6月変更） 備考 
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変 更 前（平成 30年 10月同意） 変 更 後（令和 2年 6月変更） 備考 
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変 更 前（平成 30年 10月同意） 変 更 後（令和 2年 6月変更） 備考 
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変 更 前（平成 30年 10月同意） 変 更 後（令和 2年 6月変更） 備考 
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変 更 前（平成 30年 10月同意） 変 更 後（令和 2年 6月変更） 備考 
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変 更 前（平成 30年 10月同意） 変 更 後（令和 2年 6月変更） 備考 
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変 更 前（平成 30年 10月同意） 変 更 後（令和 2年 6月変更） 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

○表 7 性能維持施設に、要求

される機能，性能及び維持す

べき期間を追加し明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



添付資料３．変更箇所の新旧対照表 

26/54 

変 更 前（平成 30年 10月同意） 変 更 後（令和 2年 6月変更） 備考 
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変 更 前（平成 30年 10月同意） 変 更 後（令和 2年 6月変更） 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

○表 7 性能維持施設に、要求

される機能，性能及び維持す

べき期間を追加し明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



添付資料３．変更箇所の新旧対照表 

28/54 
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○表 7 性能維持施設に、要求

される機能，性能及び維持す

べき期間を追加し明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



添付資料３．変更箇所の新旧対照表 

34/54 

変 更 前（平成 30年 10月同意） 変 更 後（令和 2年 6月変更） 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

○表 7 性能維持施設に、要求

される機能，性能及び維持す

べき期間を追加し明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



添付資料３．変更箇所の新旧対照表 

35/54 

変 更 前（平成 30年 10月同意） 変 更 後（令和 2年 6月変更） 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

○表 7 性能維持施設に、要求

される機能，性能及び維持す

べき期間を追加し明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



添付資料３．変更箇所の新旧対照表 
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変 更 前（平成 30年 10月同意） 変 更 後（令和 2年 6月変更） 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

○表 7 性能維持施設に、要求

される機能，性能及び維持す

べき期間を追加し明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



添付資料３．変更箇所の新旧対照表 
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変 更 前（平成 30年 10月同意） 変 更 後（令和 2年 6月変更） 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

○表 7 性能維持施設に、要求

される機能，性能及び維持す

べき期間を追加し明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



添付資料３．変更箇所の新旧対照表 
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変 更 前（平成 30年 10月同意） 変 更 後（令和 2年 6月変更） 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

○表 7 性能維持施設に、要求

される機能，性能及び維持す

べき期間を追加し明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



添付資料３．変更箇所の新旧対照表 

39/54 

変 更 前（平成 30年 10月同意） 変 更 後（令和 2年 6月変更） 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

○表 7 性能維持施設に、要求

される機能，性能及び維持す

べき期間を追加し明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



添付資料３．変更箇所の新旧対照表 

40/54 

変 更 前（平成 30年 10月同意） 変 更 後（令和 2年 6月変更） 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

○表 7 性能維持施設に、要求

される機能，性能及び維持す

べき期間を追加し明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



添付資料３．変更箇所の新旧対照表 
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変 更 前（平成 30年 10月同意） 変 更 後（令和 2年 6月変更） 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

○表 7 性能維持施設に、要求

される機能，性能及び維持す

べき期間を追加し明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



添付資料３．変更箇所の新旧対照表 
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変 更 前（平成 30年 10月同意） 変 更 後（令和 2年 6月変更） 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

○表 7 性能維持施設に、要求

される機能，性能及び維持す

べき期間を追加し明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



添付資料３．変更箇所の新旧対照表 
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変 更 前（平成 30年 10月同意） 変 更 後（令和 2年 6月変更） 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

○表 7 性能維持施設に、要求

される機能，性能及び維持す

べき期間を追加し明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



添付資料３．変更箇所の新旧対照表 

44/54 

変 更 前（平成 30年 10月同意） 変 更 後（令和 2年 6月変更） 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○表 7 性能維持施設に、要求

される機能，性能及び維持す

べき期間を追加し明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



添付資料３．変更箇所の新旧対照表 

45/54 

変 更 前（平成 30年 10月同意） 変 更 後（令和 2年 6月変更） 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

○表 7 性能維持施設に、要求

される機能，性能及び維持す

べき期間を追加し明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



添付資料３．変更箇所の新旧対照表 
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変 更 前（平成 30年 10月同意） 変 更 後（令和 2年 6月変更） 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

○表 7 性能維持施設に、要求

される機能，性能及び維持す

べき期間を追加し明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



添付資料３．変更箇所の新旧対照表 

47/54 

変 更 前（平成 30年 10月同意） 変 更 後（令和 2年 6月変更） 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

○表 7 性能維持施設に、要求

される機能，性能及び維持す

べき期間を追加し明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



添付資料３．変更箇所の新旧対照表 
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変 更 前（平成 30年 10月同意） 変 更 後（令和 2年 6月変更） 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

○表 7 性能維持施設に、要求

される機能，性能及び維持す

べき期間を追加し明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



添付資料３．変更箇所の新旧対照表 
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変 更 前（平成 30年 10月同意） 変 更 後（令和 2年 6月変更） 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

○表 7 性能維持施設に、要求

される機能，性能及び維持す

べき期間を追加し明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



添付資料３．変更箇所の新旧対照表 

50/54 

変 更 前（平成 30年 10月同意） 変 更 後（令和 2年 6月変更） 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

○表 7 性能維持施設に、要求

される機能，性能及び維持す

べき期間を追加し明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



添付資料３．変更箇所の新旧対照表 
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変 更 前（平成 30年 10月同意） 変 更 後（令和 2年 6月変更） 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

○表 7 性能維持施設に、要求

される機能，性能及び維持す

べき期間を追加し明確化 
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変 更 前（平成 30年 10月同意） 変 更 後（令和 2年 6月変更） 備考 

 

図 略 

図 1 再処理施設の敷地及び廃止措置対象施設の配置 

 

 

 

別紙 1 

高放射性廃液貯蔵場(HAW)の安全上重要な施設の多重化 

略 

 

 

 

別紙 2 

高放射性固体廃棄物の取出しが完了するまでの安全対策 

略 

 

 

 

別紙 3 

低放射性濃縮廃液及び廃溶媒に係るリスク評価 

略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 変更なし 

図 1 再処理施設の敷地及び廃止措置対象施設の配置 

 

 

 

別紙 1 

高放射性廃液貯蔵場(HAW)の安全上重要な施設の多重化 

変更なし 

 

 

 

別紙 2 

高放射性固体廃棄物の取出しが完了するまでの安全対策 

変更なし 

 

 

 

別紙 3 

低放射性濃縮廃液及び廃溶媒に係るリスク評価 

変更なし 
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変 更 前（平成 30年 10月同意） 変 更 後（令和 2年 6月変更） 備考 

添付資料２ 

 

放射性廃棄物の発生量及び廃棄の方法（概要） 

 

1. 放射性廃棄物の発生量 

略 

 

2. 放射性廃棄物の種類と処理・処分の考え方 

略 

 

2.1 放射性気体廃棄物 

略 

 

2.2 放射性液体廃棄物 

略 

 

2.3 放射性固体廃棄物 

略 

 

3.既存施設における処理と貯蔵 

3.1 高レベル放射性廃棄物 

略 

 

3.2 低レベル放射性廃棄物 

3.2.1固体廃棄物 

略 

 

3.2.2液体廃棄物 

略 

 

4. 新規施設における減容処理及び廃棄体化処理 

略 

 

以 上 

 

 

 

 

 

添付資料２ 

 

放射性廃棄物の発生量及び廃棄の方法（概要） 

 

1. 放射性廃棄物の発生量 

変更なし 

 

2. 放射性廃棄物の種類と処理・処分の考え方 

変更なし 

 

2.1 放射性気体廃棄物 

変更なし 

 

2.2 放射性液体廃棄物 

変更なし 

 

2.3 放射性固体廃棄物 

変更なし 

 

3.既存施設における処理と貯蔵 

3.1 高レベル放射性廃棄物 

変更なし 

 

3.2 低レベル放射性廃棄物 

3.2.1固体廃棄物 

変更なし 

 

3.2.2液体廃棄物 

変更なし 

 

4. 新規施設における減容処理及び廃棄体化処理 

変更なし 

 

以 上 
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変 更 前（平成 30年 10月同意） 変 更 後（令和 2年 6月変更） 備考 

 

表 8 放射性液体廃棄物の貯蔵場所ごとの種類と貯蔵量 

表 略 

 

 

 

表 9 放射性固体廃棄物の貯蔵場所ごとの種類と貯蔵（保管）量 

表 略 

 

 

 

表 10 解体の対象となる施設から発生する低レベル放射性廃棄物(固体

及び液体)の推定発生量 

表 略 

 

 
 
 

図 略 

図 2 各施設間の主要な放射性廃棄物の流れ 

 

 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 8 放射性液体廃棄物の貯蔵場所ごとの種類と貯蔵量 

表 変更なし 

 

 

 

表 9 放射性固体廃棄物の貯蔵場所ごとの種類と貯蔵（保管）量 

表 変更なし 

 

 

 

表 10 解体の対象となる施設から発生する低レベル放射性廃棄物(固体

及び液体)の推定発生量 

表 変更なし 

 

 
 
 

図 変更なし 

図 2 各施設間の主要な放射性廃棄物の流れ 

 

 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


